
1

我が国における牛海綿状脳症
（ＢＳＥ）の現状について

平成２０年7月
内閣府食品安全委員会事務局

─はじめに─

○我が国では平成１３（２００１）年９月にＢＳＥ感染牛が確認
されて以降、公衆衛生及び家畜衛生の観点から各種対策
が強化されてきました。

○食品安全委員会は、平成１７（２００５）年５月に、「我が国
における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に係る食品健康影響
評価」 （リスク評価）を実施し、結果を厚生労働大臣、農林

水産大臣に通知しました。

○評価を行ってから既に３年以上が経過しており、今回、
ＢＳＥの発生状況なども含めて、「我が国における牛海綿
状脳症（ＢＳＥ）の現状について」をとりまとめました。
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１．牛海綿状脳症（BSE）とは

○BSEは牛の病気の一つです。「BSEプリオン」と呼ばれる病原体が、主に脳

に蓄積し、脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを示し、
死亡すると考えられています。

○この病気が牛の間で広まったのは、BSE感染牛を原料とした肉骨粉を飼料と

して使ったことが原因と考えられています。

○また、1996年に、英国で変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（ｖCJD）患者が初
めて確認されました。ｖCJDはBSEとの関連性が示唆されています。

○我が国では、これまでにｖCJD患者が1人確認されていますが、英国滞在時

に感染した可能性が有力と考えられています。

BSE感染牛 BSE感染牛を原料とした

肉骨粉を牛に給与

BSEの
感染拡大

２．我が国で実施されているBSE対策について

○我が国では、BSE対策として、飼料規制及びSRM（特定危険部位）除去等を講じ

ています。

（１）飼料規制（２００１年10月より法的措置に基づき実施）

○BSEの感染源と考えられる牛由来の肉骨粉を、牛などの反すう動物を始め、

全ての家畜用飼料として利用することを法律で禁止しています。これは牛での
BSE発生を防ぐために重要な対策です。

牛などの
反すう動物

牛などの反すう動物を
原料とした肉骨粉

BSEの
発生防止

牛、豚等全ての家畜への
飼料利用を禁止
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脳（三叉神経節を含む）：62.5%
背根神経節（せき柱に含まれる）：3.6%

回腸：9.6%せき髄：24.0%

＜BSE発症牛のプリオンの体内分布及びSRM部位＞

：我が国のSRM

欧州食品安全機関
「牛由来製品の残存BSEリスクに関する定量的評価レポート（２００４年）」

（２）SRM除去（２００１年10月より実施）

○BSEプリオンが蓄積するSRMの除去の徹底は、人がｖCJDに感染するリスク

を低減するために重要な対策です。
と畜場でのSRM除去を法律で義務付け、と畜検査員による監督のほか、定期
的な実態調査を行う等、流通経路からSRMを排除する取組みを続けています。

頭部（脳、扁桃等）
・舌、頬肉を除く

背根神経節を含むせき柱
・せき柱を消費者への販売前に除去する

せき髄
・せき髄を除去する
・高圧洗浄により汚染を除去する

回腸遠位部
・盲腸との接続部分から2m
の部分を除去する

＜現在日本で行われているＢＳＥ対策＞

○BSE発生国から生体牛及び食肉等の輸入を禁止

○全ての国から肉骨粉の輸入を禁止
○飼料工場において製造工程の分離等の交差汚染防止対策を実施
○と畜場でのと畜検査員による検査、BSE検査を実施
○農場での死亡牛のBSE検査を行い、BSEの発生状況を調査

飼料工場

肉骨粉製造工場

飼料

輸
入

と畜場

食肉

農家

（日本向け輸入条件を設けて輸入を再開
した米国・カナダを除く）

肉骨粉

発生国の
食肉等

肉
骨
粉

発生国の
生体牛

検査

交差汚染防止

SRMの除去

交差汚染防止

死亡牛検査

牛の個体管理

焼却
牛由来肉骨粉

SRM

（３）その他の対策
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３．食品安全委員会で実施した評価のポイント
（２００５年５月）

食肉の汚染度

牛のBSEプリオン蓄積度

無視できる～非常に低い無視できる～非常に低い

無視できる～非常に低い無視できる～非常に低い

２１ヵ月齢以上のみ

検査した場合のリスク

全頭を検査した場合の

リスク

○飼料規制、SRM除去などのBSE対策が実施された結果、
BSE検査について、全頭検査を継続した場合も、２１ヶ月齢

以上の牛のみの検査に変更した場合も、リスクはどちらも
「無視できる」～「非常に低い」と推定されています。

注）2003年7月1日以降に生まれた20ヶ月齢以下の牛について比較

BSE検査月齢の見直しによるリスクの比較結果

・と畜場でのBSE検査頭数は約827万頭（2001年10月18日から2008年6月30日まで）
・農場での死亡牛のBSE検査頭数は約44万頭（1996年4月から2008年4月30日まで）
・これまでのＢＳＥ検査陽性牛は、死亡牛も含め35頭

数字は感染確認時の月齢。赤はと畜場で検査された牛。青は死亡牛。

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

反すう動物由来肉骨粉等を
用いた反すう動物用飼料の
製造・販売・使用を法的に禁止
（２００１年１０月）

年
1992

2008年7月30日現在

１８５

○我が国では、これまでのBSE対策により、飼料規制開始（2001年10月）直後に
生まれた１頭の牛（2002年1月生まれ）を除き、飼料規制以降に生まれた牛に
は、BSE検査陽性牛は確認されていません。

①我が国で確認されたＢＳＥ検査陽性牛の出生時期
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2003 2004 20082005 2006 2007

と畜場での
ＢＳＥ検査開始
（２００１年１０月）

英国産肉骨粉の輸入禁止、
反すう動物由来肉骨粉等の反すう
動物用飼料への使用禁止通達
（１９９６年４月）

４．我が国におけるBSEの発生状況

※）延髄閂部に含まれる異常プリオンたん白質の量が、ウエスタンブロット法で調べた結果では他の感染牛と比較して500分の1から1,000分の1と微量であった。

※）

※）
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②日本のＢＳＥ検査陽性牛の出生年月日と確認年月日
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飼料への肉骨粉
使用禁止通達
(1996年4月)

確認されたＢＳＥ検査陽性牛の出生年月日の範囲

検査対象を21ヶ月
齢以上に見直し

(2005年8月)

2008年7月30日現在

・肉骨粉の使用を
法的に禁止

・ＳＲＭの除去・焼却
・と畜場でのＢＳＥ検査

(2001年10月)

○縦軸は牛の年齢（月齢）、横軸は年月日で、赤い点は確認された年月日と、その時の月齢を示している。
○赤の斜線は牛の成長を示しており、赤い点から斜線を左下に辿り横軸と交わった点がその牛の出生年月日を示す。
（緑色の矢印を参照）

出生年月日
確
認
年
月
日

2002年2月以降に

生まれた牛には
BSE検査陽性牛は

見つかっていない

確認時の月齢

確
認
時
の
月
齢
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0
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2006

100010…0イスラエル

14(※３)112(※2)00…0カナダ

210000…0アメリカ

184,5512253436111,1441,202…37,280英国

5,7523275297721,0321,010…36欧州

(英国除く)

190,3555618781,3892,1792,215…37,316全体

累計※１20052004200320022001…1992

世界のBSE発生頭数の推移

発生のピークは１９９２年

○世界的にも同様のBSE対策が講じられ、各国のBSE発生頭数は近年、

急激に減少しています。

５．海外におけるBSEの発生状況

※２ うち１頭はアメリカで確認されたもの。
※３ カナダの累計数は、輸入牛による発生を１頭、米国での最初の確認事例(2003.12)１頭を含んでいる。

※１ 資料は、OIEウェブサイト 2008.07.16日更新情報に基づくが、いくつかの国においては2007年の最終累計が未だ報告されていない。


